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昨
年
九
月
三
十
日
に
起
工
し
、
工
事

を
進
め
て
き
ま
し
た
高
萩
市
民
セ
ン
タ

ー
が
、
春
日
町
二
丁
目
二
二
番
地
（
研

修
会
館
跡
）
に
完
成
し
ま
し
た
。

完
成
さ
れ
た
市
民
セ
ン
タ
ー
は
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
三
階
建
て
で
、
一

階
に
健
康
相
談
室
、
児
童
相
談
室
、
老

人
ク
ラ
ブ
室
、
面
接
室
（
二
室
）
、
二
階

に
会
議
室
（
二
室
）
、
相
談
室
（
二
室
）
、

三
階
に
は
、
大
、
小
会
議
室
、
そ
し
て
、

各
階
に
湯
わ
か
し
室
な
ど
が
備
え
ら
れ

て
あ
り
ま
す
。

総
床
面
積
は
、
七
四
三
・
八
七
平
方

メ
ー
ト
ル
で
、
総
事
業
費
は
、
約
一
億

健
康
相
談

『

）

他や

な
ど
多
目
的
に

三
千
六
百
二
十
八
万
円
で
、
う
ち
起
債

九
千
四
百
万
円
は
、
簡
易
保
険
・
郵
便

年
金
の
融
資
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
市
民
セ
ン
タ
ー
は
、
市
民
の
み

な
さ
ん
の
集
会
の
場
、
各
種
団
体
の
活

動
や
会
議
、
あ
る
い
は
、
各
種
の
相
談

（
心
配
ご
と
相
談
、
家
庭
児
童
相
談
、

健
康
相
談
な
ど
）
、
講
習
会
や
展
示
会

な
ど
多
目
的
に
利
用
の
で
き
る
施
設
と

し
て
建
設
き
れ
た
も
の
で
す
。

市
民
の
み
な
さ
ん
”
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
中
枢
の
場
と
し
て
、
大
い
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、

…
和
室
の
老
人
ク
ラ
ブ
室

ｇ
窯
乳

－』
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‐
今
年
の
市
政

ｉ
モ
ニ
タ
ー
で
す

Ⅲ
市
で
は
、
今
年
も
二
十
人
の
市
政
モ

川
ニ
タ
ー
を
委
嘱
し
ま
し
た
。

川
こ
の
モ
ニ
タ
ー
制
度
は
、
昭
和
四
十

川

川
六
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で

Ｉ
毎
年
二
十
人
の
か
た
を
委
嘱
し
、
明
る

川
く
住
み
よ
い
高
萩
市
を
築
き
あ
げ
る
た

川
め
、
市
民
の
み
な
さ
ん
が
何
を
考
え
ど

川
の
よ
う
な
こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
を
知

川
る
制
度
で
す
。

川
み
な
さ
ん
の
地
域
の
市
政
モ
ニ
タ
ー

川
を
通
じ
、
力
を
合
わ
せ
て
住
み
よ
い
ま

Ⅲ
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
歩
ん
で
い
き
た

川
い
も
の
で
す
。

川
市
政
モ
ニ
タ
ー
は
、
次
の
か
た
か
た

川
で
す
。
（
敬
称
略
）

Ⅲ
石
忠
（
春
日
町
）
、
岩
間
暉
亘
（
束

川
本
町
）
、
柿
原
賢
三
（
東
本
町
）
、
工

川
藤
君
江
（
有
明
町
）
、
宇
野
晴
雄
（
有

川
明
町
）
、
榎
並
み
さ
（
安
良
川
）
、
中

川
川
厚
子
（
安
良
川
）
、
吉
川
多
喜
子
（
安

瀞

;挙識……

4月28日開かれた第1回モニター会議



藍 認
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ケーションのコミ ユニ

ひろびろとした会議室
次
の
よ
う
な
手
続
き
を
し
て
か
ら
、
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

○
使
用
の
手
続
き
は

①
市
役
所
財
政
課
に
あ
る
使
用
許
可

申
請
吉
に
よ
り
申
し
込
み
、
使
用

許
可
を
受
け
て
か
ら
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。
申
し
込
み
は
、
電
話
の
受

け
付
け
も
い
た
し
ま
す
が
、
仙
川

日
ま
で
に
は
、
か
な
ら
ず
所
定
の

手
続
き
を
す
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

電
話
は
、
ｅ
一
二
二
内
線
二
九

六
で
す
。

②
仙
川
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午

後
九
時
ま
で
で
す
。

○
使
用
料
は

①
仙
用
料
は
無
料
で
す
。

②
雌
必
用
灯
油
代
お
よ
び
勘
わ
か
し

用
ガ
ス
代
は
、
仙
川
符
の
負
川
と

市民ｾﾝﾀｰ平面図 《’3階
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な
り
ま
す
。

○
使
用
で
き
な
い
場
合

①
公
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

②
営
利
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
催
し

も
の
な
ど
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る

‐
〆
‐
一
斗
二
皇
。

③
そ
の
ほ
か
管
理
上
支
障
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
セ
ン

タ
ー
の
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
使
用
上
の
注
意

①
使
用
し
た
あ
と
清
掃
を
し
、
管
理
人

の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
施
設
お
よ
び
備
品
な
ど
を
故
意
に

破
批
し
た
り
、
滅
失
し
た
場
合
は
、

貼
悩
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

③
そ
の
ほ
か
、
管
理
人
の
脂
示
に
は

か
な
ら
ず
従
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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川
消
費
者
リ
ー
ダ
ー
養
成
満
座
の
受
満

川
生
を
募
集
し
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
応
弊

川
く
だ
さ
い
。

川
○
募
集
の
人
員
七
名

罎
州
○
対
象
者
五
十
歳
末
棚
て
消
費
者
問

容
川
題
に
関
心
の
あ
る
者
．

収
Ⅲ
エ
川
○
受
講
料
無
料

誇
州
○
申
し
込
み
方
法
希
望
者
は
、
は
が

内
川
き
に
住
所
、
氏
名
、
峨
業
、
年
齢
、

ｊ

Ⅲ
加
入
団
体
な
ど
を
記
入
し
、
五
月
三

※
州
十
一
日
ま
で
に
市
役
所
商
工
課
（
電

川
己
二
三
一
内
線
二
五
九
）
へ
お
申

Ⅲ
し
込
み
く
だ
さ
い
。

川
良
川
）
、
関
谷
久
子
（
石
滝
）
、
樋
口

川
幸
子
（
島
名
）
、
斉
藤
栄
治
（
島
名
）

Ⅲ
坂
本
喜
久
男
（
秋
山
）
、
大
森
慎
一
（
高

山
巳
、
鈴
木
誠
（
下
手
綱
）
、
小
田
中

川
昭
二
（
上
手
綱
）
、
常
葉
乙
女
（
上
手

川
棡
）
、
金
沢
国
雄
（
若
栗
）
、
山
形
万

川
理
（
横
川
）
、
金
沢
稔
（
中
戸
川
）
、

川
豊
田
守
（
上
君
田
）

州
県
政
モ
ニ
タ
ー
に

舟
生
さ
ん

川
策
に
対
す
る
意
兄
や
要
望
な
ど
を
提
言

川
し
ま
す
。

川
雌
政
モ
ニ
タ
ー
は
、
川
生
性
紀
さ
ん

川
（
上
手
洲
七
Ⅱ
）
泄
話
⑤
五
二
二
二
で

Ⅲ
す
。

消
費
者
の

リ
ー
ダ
ー
を
募
集

県
政
モ
ニ
タ
ー

は
、
県
民
と
県
政

の
橘
渡
し
を
す
る

役
削
で
、
県
の
施

(3）



身体障害者療謹施設

､愛正園、がオープン

身
体
障
害
者
療
護
施
設
の
「
愛
正
閼
」

（
社
会
福
祉
法
人
）
か
、
昨
年
十
二
月

一
日
に
着
工
さ
れ
三
月
に
完
成
。
四
月

一
日
か
ら
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

こ
の
施
設
は
、
高
萩
市
の
安
良
川
神

宮
司
に
あ
る
〃
老
人
い
こ
い
の
家
〃
の

北
側
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
、
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
平
屋
建
て
。
総
床
面
積

は
、
一
、
六
一
七
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

で
、
中
央
に
は
、
機
能
回
復
訓
練
室
が

あ
り
、
居
室
十
五
部
屋
が
両
側
に
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
定
貝
は
五
十
人
。

ま
た
、
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
よ
っ
て

寝
た
き
り
で
も
入
浴
が
で
き
る
特
別
浴

室
や
、
食
堂
の
ほ
か
廊
下
か
二
・
五
メ

定
員
は
別
人

ね
た
き
り
で
も
入
浴
が

両P

毎日行われている機能回復訓練

腓
・
』
や
“
ロ
ー
一
目
。
『
・
・
ロ
ー
手
：
。
寺
宇
邑
・

・
・
画
守
秘
ロ
。
ご
・
・
弓
』
・
ロ
ゴ
塁
、
』
叫
唱
さ
二
串
”
・
令
室
■
』
凸
昼
■

・
》
五
口
Ｆ
最
ロ
△
・
『
二
号
Ｊ
ロ
・
二
・
目
・
ヨ
ロ
マ

》
・
弓
ロ

口
邑
・
ニ
ロ
。
ま
ニ
ロ

一
呂
口
・
ヨ
ロ
“
・
『
『
ロ
ロ
。

ロ
ロ
ロ
臣

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
っ
て

本
市
の
市
税
条
例
等
の
一
部
が
改
正
に

な
り
ま
し
た
。
一
部
を
除
い
て
四
月
一

日
か
ら
施
行
と
な
り
、
主
な
改
正
は
次

の
と
お
り
で
す
。

仙
人
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
者
に

係
る
均
等
割
の
非
課
税
基
准
の
基
礎
と

な
る
金
紙
が
州
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

一
九
万
川
か
ら
二
○
万
円
に

例
…
夫
婦
、
子
供
二
人
の
給
与
所
祥
者

の
楳
堆
世
幣
の
場
合

二
○
万
円
×
四
人
’
八
○
〃
円

五
十
六
年
中
の
所
得
金
額
が
標
準
世
補

の
場
合
、
八
○
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
均

等
割
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

所
得
割
に
つ
い
て
、
総
所
得
金
額
等

の
余
甑
が
二
七
万
に
家
族
数
（
本
人
、

控
除
対
象
乢
仙
者
、
扶
養
机
族
）
を
乗

じ
た
金
和
以
下
で
あ
る
者
に
所
得
制
を

猟
さ
な
い
と
い
う
非
課
税
拙
樅
が
、
五

十
七
年
度
に
お
い
て
も
塊
行
制
皮
（
二

七
万
円
×
家
族
数
）
に
一
定
紙
（
九
万

円
）
を
上
乗
せ
さ
せ
る
方
法
で
洲
続
さ

個
人
の
市
民
税

所
得
割
の
課
税

一
部
が

の
さ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合

九
万
円
の
加
算
は
控
対
配
偶
者
ま
た
は

扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
の
み
適
用

と
な
り
ま
す
。

例
：
．
夫
婦
、
子
供
二
人
の
給
与
所
得
者

の
標
準
世
帯
の
場
合

二
七
万
円
×
四
人
十
九
万
円
’
百
一

七
万
円

五
十
六
年
中
の
所
得
金
額
百
一
七
万
円

（
収
入
金
額
百
八
八
万
五
千
円
）
以
下

の
場
合
に
は
、
所
得
割
は
課
税
さ
れ
ま

せ
ん
。寡

夫
控
除
が
新
し
く
設
け
ら
れ
ま
し

た
。
妻
と
死
別
し
、
ま
た
は
離
婚
し
た

者
で
、
そ
の
所
得
金
額
が
三
○
○
万
円

以
下
で
あ
り
、
老
年
者
に
該
当
し
な
い

も
の
が
、
所
得
税
の
基
礎
控
除
相
当
額

（
二
九
万
円
）
以
下
の
所
得
の
子
を
有

す
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

寡
夫
控
除
二
一
万
円

土
地
等
に
係
る
縦
波
所
榔
の
長
期
、

知
期
の
区
分
を
譲
渡
の
あ
っ
た
年
の
一

月
一
日
に
お
い
て
所
有
期
間
が
一
○
年

壽
夫
控
除
が
新
設
に

土
地
譲
渡
所
得
の

課
税
の
特
例

←

壱一

に

を
超
え
る
か
否
か
に
よ
り
課
税
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
（
現
行
四
十
四
年
一
月

一
日
）
ま
た
、
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税

方
法
が
特
別
控
除
後
の
譲
渡
益
が
四
千

万
円
を
超
え
る
部
分
は
、
譲
渡
益
の
二

分
の
一
（
現
行
譲
渡
益
四
千
万
円
を
超

え
八
千
万
円
ま
で
の
部
分
の
二
分
の
一

と
讓
渡
益
八
千
万
円
を
超
え
る
部
分
の

四
分
の
三
と
の
合
計
額
）
を
総
合
課
税

し
た
場
合
の
上
積
税
額
に
よ
り
課
税
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
改
正
後
の
適
用
は
五
十
八
年
度
か

ら
と
な
り
ま
す
。

五
十
七
年
度
は
固
定
資
産
の
評
価
替

え
の
年
に
当
り
ま
す
が
、
土
地
に
つ
い

て
は
評
価
替
え
に
伴
う
税
負
仙
の
調
整

を
図
る
必
要
が
あ
り
、
従
来
と
同
様
な

負
担
調
祭
措
置
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は
負
担
調
整

率
の
き
ざ
み
方
が
従
来
三
段
階
で
あ
っ

た
も
の
か
、
宅
地
等
に
つ
い
て
は
五
段

階
、
農
地
に
つ
い
て
は
四
段
階
に
細
分

化
さ
れ
ま
し
た
。
（
別
表
）

こ
の
特
例
の
負
担
調
整
措
置
に
つ
い

て
は
、
都
市
計
画
税
に
お
い
て
も
同
じ

く
行
わ
れ
ま
す
。

八土
地
に
係
る
五
十
七
年
腱
か
ら
五
十

九
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

悦
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
評

価
替
え
に
伴
う
税
負
担
の
調
整
を
図
る

蛍

宅
地
・
農
地
等
の

課
税
の
特
例

固
定
資
産
、

都
市
計
画
税
は

(4)


